
府中市告示第９５号 
 
 
生産緑地法（昭和４９年法律第６８号）第１０条の６第１項の規定に基づき

特定生産緑地の指定を解除したため、同法第１０条の６第２項の規定に基づき

準用される第１０条の２第４項の規定に基づき、別紙及び位置図のとおり公示

する。 
   
  
  

令和８年５月２６日   
          

府中市長 高 野 律 雄 
  
  
  
  
  
  



　特定生産緑地（府中市）の解除

　

205 府中市浅間町三丁目地内 約 1,300 ㎡

333 府中市栄町三丁目地内 約 750 ㎡

「区域は位置図表示のとおり」

別紙

生産緑地地区番号 位　　　　　　置 面　　　　積
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この地図 は東 京 都知事の承認を受けて、東 京 都縮尺 2,500分の1地形 図

及び道路網図 を利用して作成 したものである。無断 複製を禁ず。

  （承認番号）7都市 基交著第13号　令和7年 5月15日

  （承認番号）7都市 基街都第34号　令和7年 4月24日

特定生産緑地　（府 中市 ）　　位置図 µ

特定生産緑地　対象区域



（東八道路）主・地・１４号新宿・国立線

主

・
地

・

１
７

栄

町

二

丁

目

栄町三丁目

府 中 市

四丁
主
・
地
・
１
４

主
・
地
・
１
７

目

栄

町

二

丁

目

栄 町 三 丁 目

寺市

栄町公園

都 立 府 中 高 校

府中第九小学校

栄町出張所

府中消防署

栄

町

公

会

堂

都営府中栄町三丁目
栄

町

住

宅

市

営

第

四

都営府中栄町三丁目アパート

第２アパート

都営府中栄町

二丁目アパート
都

営

府

中

栄

町

二

丁

目

第

２

ア

パ

ー

ト

Ｊ

４車
線

４車
線

４車
線

府
３・
２・
２の
２

府
３
・
４
・
２
２

３０
.５
Ｍ

１
６
Ｍ

府３・５・１４

４０
.５
Ｍ

３０
Ｍ

１２Ｍ

４車線

国
３
・
４
・
１
４

１
６
Ｍ

府３・２・２の２ ３０Ｍ

333

1:2,500

0 50 100 150 20025

m

凡

例

令和８年 ３月

この地図 は東 京 都知事の承認を受けて、東 京 都縮尺 2,500分の1地形 図

及び道路網図 を利用して作成 したものである。無断 複製を禁ず。

  （承認番号）7都市 基交著第13号　令和7年 5月15日

  （承認番号）7都市 基街都第34号　令和7年 4月24日

特定生産緑地　（府 中市 ）　　位置図 µ

特定生産緑地　対象区域


